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１ 登記までの流れ
定款の作成

公証人の認証

①発起人による出資の履行（払込）

発起設立の場合

取締役等の選任

設立手続の調査

②登記に必要な書類と登記申請書を作成

③書類のチェック

④登記申請

⑤不備があれば、補正or訂正

登記完了（申請から１週間前後）：⑥会社
の登記事項証明書、印鑑証明書を取得

設立登記＝会社の成立
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l登記申請を行う主体：会社の代表者（代表取締役）

l登記の申請日＝会社の設立日

• 登記申請書を出して不備がなければ、１週間前後で審
査が完了（→完了＝会社の成立）

• 会社の設立日は、会社の設立登記を申請した日（≠登記
が完了した日）

＊過去に遡って設立日とすることや申請日の翌日に
することはできない。

＊法務局が休日の日は設立日とはできない。
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設立日によって税金が変わる？

会社の設立日について、税金面では、①月初
の１日に設立 or ②２日に設立の方が良いか？

法人住民税の均等割

資本金1000万円以下（従業員50名以下）の場
合、7万円／年
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①のケース：10月1日設立の場合は、9月30日決算
• 第１期は12ヶ月まるまるあるため7万円

②のケース：10月2日に設立の場合は、9月30日決算
• 第１期は12ヶ月に1日不足

→1月未満は切り捨て＝11ヶ月間
• ７万円×11ヶ月間／12ヶ月間＝64,100円（＊100円
未満切り捨て）
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そもそも登記制度とは？
l 商業登記
• 商⼈・企業に関する取引上の重要な事項を公⽰するこ
とにより、集団的・反復的に⾏われる商取引の円滑と
確実を図り、商⼈・企業をめぐる関係経済主体間の利
害を調整することを⽬的とする制度

Ø商⼈・企業の内部的事項について、取引の相⼿⽅がこ
れらの事項を探知することは困難

Ø商⼈・企業にとっても、取引の度に相⼿⽅にこれらの
事項を通知することは煩雑であるが、取引上重要な事
項を公⽰すれば、⾃⼰の信⽤を確保することが可能と
なる

• 取引上、重要な事項を⼀定の⼿続により公⽰し、取引
相⼿⽅の調査の労と不測の損害を回避するとともに、
商⼈の便宜を図ることが有益であり、これを実現する
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登記の意義・機能とは？
l 商法・会社法の規定に基づき、商業登記法の定めるところ
に従って、商業登記簿になされる登記

l 商業登記簿(商業登記法6条):9種類

• 権利義務の主体に関する登記
⇔権利義務の客体に関する登記(不動産登記)

Ø商業登記は原則として登記事項である事実・法律関係を公示
する機能を有するにすぎず、不動産登記のように権利変動の
という機能が認められるのは法定のケースのみ（たとえば商
法15条2項）

• 個人商人・会社に関する登記
Ø学校法人、一般社団・財団に関する登記
Ø船舶登記は商業登記ではない（∵商業登記簿になされない）
Ø各種協同組合や保険相互会社の登記は商業登記でない（∵非
商人）
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l 商業登記の機能

商人・会社A 相手方

登記所

登記

商業登記簿

事項X

①Aについての情

報を取得可能

②事項Xを対抗可能

③企業内容の公示

→Aの信用向上
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２ 登記事項
定款に記載した事項≠登記する事項

①商号
②本店住所（本店の所在地）
③公告方法
④目的
⑤発行可能株式総数
⑥発行済株式総数
⑦資本金の額（設立に際して出資される財産の価額またはその最低額）
⑧株式の譲渡制限に関する事項
⑨役員に関する事項
（取締役・監査役：氏名、代表取締役：氏名・住所）
⑩取締役会の設置、監査役の設置
（取締役会を設置する場合）

＊下線部：絶対的記載事項
発起人の氏名・名称・住所
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l会社法における登記の効力

• 設立登記＝法人としての株式会社を成立させる効力

• 登記のその他の効力（商法9条1項、会社法908条1項）
「この法律により登記すべき事項は、登記の後でなけれ
ばこれをもって善意の第三者に対抗することはできない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその
登記があることを知らなかったときは、同様とする。」

＊「善意」 ⇔ 日常用語の「善意」

＊「対抗」 ⇔ 日常用語の「対抗」
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（設例）株式会社きょうじょの代表取締役がHからTに交代した。しか
し、未だ、Hの退任登記およびTの就任登記はなされていない。それ
を良いことに、Hが勝手にA社と物品の売買契約を締結した。

株式会社きょうじょ

新・代表取締役 現・代表取締役

契約の締結

A会社



l株式会社きょうじょの代表取締役がHからTに交代
but 未登記

• 登記上はHが代表取締役のままであり、それを良いこ
とに、勝手にA社と物品の売買契約を締結したという
場合

• A社は登記を見て、Hに代表権があると信じて契約を
締結しているので、株式会社きょうじょとしては契約
の無効を主張できない（＊契約の不履行：違約金の
発生）

⇔登記をしていれば、会社は登記事項を主張して
反論することができる（ただし「正当な理由」）

登記の有無を確認して、会社と取引関係に入る第三者
を保護している！！
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変更事項を登記しなかったり嘘の登記をしたら？

• 会社は登記をする義務
登記をした内容に変更があれば、その都度、
登記をし直す必要がある。

• 会社の登記の多くは登記期間が決まってい
るため、一定期間内に登記の変更事項を申
請しなければ100万円以下の過料の制裁

• 嘘の内容を登記すると「公正証書原本不実記
載罪」（5年以下の懲役または50万円以下の
罰金）
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３ 資本金の払込み
（１）定款認証が終わったら資本金の払込

• 資本金を発起人の代表者の個人口座に振り込む
この段階では会社の登記が完了していないため、会社
は法人ではない

→会社の口座を金融機関で開設することはできないため、
個人の口座

◯ ×
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l資本金を払い込むための個人口座は新たな開
設が必要か？

• 一時的に会社の資本金をプールしておくだけ
であるため、すでに持っている口座の一つを利
用できる

• 個人としての使用分 ⇔ 会社としての使用

• 個人事業を行っていた人が法人成りする際に、
個人事業時代の屋号名義の口座の利用は登記
の際には認められないことが多い
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l資本金の払込みをする時期？

• 「定款で発起人が設立時に引き受ける株式の数を定
めるため、定款の作成日以後の日」ならOK

• 定款の作成日よりも前の日付で資本金の払込みをす
ると、法務局の登記の際に認められない可能性もあ
るため注意

定款の作成日 定款の認証日 資本金の払込日

12月１日 12月5日 12月10日
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（２）資本金の払込方法と注意点
＜平成30年12月5日に定款の認証を受け、12月10
日に資本金の払込をする場合＞

• 発起人が一人の場合
→ 発起人自身の口座に会社の資本金の額を入金
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• 発起人が複数の場合
→設立時に引き受ける株式に応じた資本金の額を、
発起人代表者の口座に各人で振込みをする

出資する金額分を一度引
き出して、再度入金する。
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l発起人以外の名前による振込・入金
発起人以外の名前による振込・入金は、登記の審
査では認められないため、発起人が経営する別会
社名での振込や家族の名前での振込は避けるべき

l振込・入金時期
• 通帳に残高があるだけでは登記ではダメ
• 定款認証を受けた日以後に、新たに入金または
振込の必要

• 定款認証以後の日付で入金または振込
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（３）資本金の払込および現物出資の証明書の作成

l会社設立時の取締役→発起人からなされた資本金
の払込、現物出資の調査

• 出資が金銭だけ
発起人代表の個人口座に資本金全額の入金または
振込の確認

• 現物出資がある場合
検査役の選任を要する場合を除き、定款に記載また
は記録された価額の相当性の調査、弁護士・税理士・
公認会計士などによって現物出資財産に関する証明
がなされているときはその証明の相当性につき調査
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l資本金の払込証明書の作成
• 設立時の取締役による調査が終了した後
• 資本金の払込があったことの証明書の作成（払込証明書）
• 払込証明書：資本金の払込がされた発起人代表者の通帳
のコピーとともに綴じる

＊通帳のコピー：通帳の表紙、支店名などの記載のある裏
表紙、払込の記録のある頁の3頁

＊通帳の振込・入金の頁の該当箇所には蛍光ペンで線

＊募集設立の場合は「払込金保管証明書」

l現物出資の調査報告書の作成

• 現物出資がある場合には、設立時取締役等の調査報告
書の作成

• 現物出資財産が価額が500万円以下の場合
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訂正がある場合に備
えて捨印を押す。

会社代表者である代表取締
役が払込証明書を作成。会社
の実印を押す

発起人全員の払込が
終わった日を記入
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現物出資をする発起人の
氏名を記載する。会社法
33条10項１号の規定は現
物出資の少額免除の規定
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定款認証日
以後の日付

設立時取締役全員の署名
押印（個人実印でなくてもOK
だが、実印がベター）

財産引き継ぎ書と調査報告書を
ホチキス止めし、契印をする

捨印 24
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現物出資をする発起人の署
名押印をする。押印する印
鑑は実印でなくても良いが、
実印がベター

現物出資する財産を記載

定款認証日
以後の日付
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４ 登記で必要な書類？

l登記申請時

登記申請書＋定款＋払込証明書…などの添付書類
↓

• 書類に不備があると、修正をするために法務局に再
度出向き、後日再申請など、審査期間が延びる場合
がある

• 会社設立日が変わってしまうor納めた登録免許税の
還付手続など余計な手間も
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用意する書類 署名捺印者 印鑑

1 登記申請書 代表取締役 会社実印

2 登録免許税納付用台紙

3 定款 発起人 個人実印

4 発起人の決定書 発起人 個人印（実印の方が〇）

5 取締役の就任承諾書 取締役 個人実印

6 代表取締役の就任承諾書 代表取締役 個人実印

7 取締役全員の印鑑証明書 個人印（実印の方が〇）

8 払込を証する証明書 代表取締役 会社実印

9 取締役等の調査報告書 取締役 個人印（実印の方が〇）

10 資本金の額の計上に関する証
明書

代表取締役 会社実印

11 印鑑届出書 代表取締役 会社実印、個人実印

12 印鑑カード交付申請書 代表取締役 会社実印 27


